
  

「封書」で届く架空請求は詐欺です！ 

ハガキによる架空請求は、2007 年度の 154 件をピークに減少し、携帯電話やスマートフ

ォンの普及により、有料動画サイトの未納料金などを、SMS（メールアドレスではなく携帯

電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス）を用いて請求する手口が主流になり

ました。しかし、2016 年頃から 40～70 歳代の女性をターゲットに架空請求ハガキが再び

増加し、2017 年度 60 件、2018 年度 67 件の相談がありました。ハガキで届く手口が多

いなか、5 月にハガキではなく封書による新手の架空請求がありましたので注意が必要です。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひとこと助言】 

○裁判所以外の「訴訟○○センター」等からの未 

 払い料金を支払えというのは、詐欺の手口です。 

○「取り下げ最終期日」が記載されていますが、封書が届いた翌日あるいは翌々日と設定 

 期間が短く、冷静な判断力を失わさせるためです。また、個人情報や守秘義務のため本 

 人からの連絡に限るとありますが、誰かに相談する機会を与えないためです。絶対相手 

 に連絡しないようにしましょう。 

○封書で届く架空請求だけではなく電子メールやハガキによる未納料金の請求にも応じな 

 いようにしましょう。全く覚えのない請求等に簡単に反応せず、不安に思うことやトラ 

 ブルが生じた場合には、下記消費生活センターにご連絡下さい。 

士別地域消費者被害防止ネットワーク 

士別地区！くらしねっと情報 第 363 号（R1.6.13） 

 消費生活相談専用ダイヤル (0165)２３－３８２０ 

事業者と消費者間の契約に関するトラブルや、消費生活で悩んでいる方専用 

直通電話 ●午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く） 

【事例 50 歳代・女性・広域地区】 

自分宛に 5/8 茶封筒が届いた。開封したと

ころ「民事訴訟最終通達書」とあり訴訟管理

番号が書かれ、契約中債権譲渡があった企業、

団体から債務不履行による訴状が提出された

という内容であった。自分には思い当たる節

はなかったが、どのようなことか確認するた

め問合せ先に３回電話をかけたが常に話し中

で不安になった。 


